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定禅寺通街づくり協議会 規約 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 本会は、「定禅寺通街づくり協議会」とする。 

（目的） 

第２条 本会は、仙台市民の宝であり杜の都･仙台を象徴する定禅寺通の魅力を向上さ

せ、次世代につないでいくため、定禅寺通に関係する地域組織や活動団体、仙台市

をはじめとした関係行政機関と連携し、定禅寺通地区のまちづくりを推進すること

を目的とする。 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、別図に定める定禅寺通地区および定禅寺

通地区に関連する地域を対象に、次の活動を行う。 

（１）定禅寺通地区のまちづくりに関する方針の検討および関係者との共有 

（２）定禅寺通地区の活性化や景観形成に関する研究および推進 

（３）定禅寺通地区に関する情報共有 

（４）会員相互の交流促進 

（５）その他、前条の目的を達成するために必要な活動 

第２章  会員 

（会員の種類） 

第４条 本会の会員は、正会員および準会員により構成する。なお、会員は、反社会的

勢力に該当しないことおよび反社会的勢力との一切の関係を有していないことを要

件とする。 

（１）正会員は、次に該当する者であって、本会の趣旨に賛同する個人または法人･

団体とする。 

①定禅寺通地区内の商店会や町内会 

②定禅寺通地区内の土地建物にかかる所有権及び地上権の保有者 

③定禅寺通地区内でのまちづくりを目的とする法人 

（２）準会員は、次に該当する者であって、本会の趣旨に賛同する個人または法人･

団体とする。 

①定禅寺通地区内で継続的に事業・活動を行う者 

②定禅寺通地区内の公共施設の管理者 

（入会） 

第５条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、会

長の承認を経て会員となる。ただし、会長が役員会で協議する必要があると認める

場合には、役員会の議決により入会の可否を判断することができるものとする。 

２ 会員は、別に定める年会費を支払わなければならない。 
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（退会） 

第６条 本会から退会を希望する会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に

退会することができる。この場合、支払済の会費は返還しない。 

（除名） 

第７条 会員が、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき、ま

たは会員としてふさわしくないと判断されたときは、役員会の議決を経て、会長は

これを除名することができる。この場合、支払済の会費は返還しない。 

第３章  役員および顧問 

（役員の種別および選任） 

第８条 本会に次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 ２名以内 

（３）幹事 若干名 

（４）監査 ２名以内 

２ 役員は、総会の議決により会員である個人または法人・団体に所属する者の中から

選任する。ただし、監査については、会員以外から選任することができる。 

（役員の職務） 

第９条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長がかけたときは、予め会

長が指名する副会長がその職務を代行する。 

３ 幹事は、会長および副会長を補佐し、本会の執行に当たる。 

４ 監査は、本会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 役員の欠員により新たに選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。 

３ 役員は、前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期

の末日後、最初の通常総会が終結するまで、その任期を伸長する。 

（役員の解任） 

第１１条 役員が次の各号の一つに該当するときは、任期中であっても総会の議決により、

これを解任することができる。 

（１）職務の遂行にたえられないと認められるとき 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる

とき 

（顧問） 

第１２条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、役員会の承認を経て、会長が任命する。 

３ 顧問は、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。 
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第４章  会議 

（種別） 

第１３条 会議は、総会と役員会とする。 

（総会） 

第１４条 総会は、通常総会と臨時総会とし、正会員をもって構成する。 

２ 通常総会は、事業年度終了後３ヶ月以内に毎年１回開催する。 

３ 臨時総会は、役員会で必要があると認める場合に開催する。 

４ 総会は、本規約に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 

（１）規約の変更 

（２）解散または合併 

（３）定禅寺通地区のまちづくりに関する方針の決定 

（４）活動計画および予算の決定 

（５）活動報告および決算の承認 

（６）その他役員会が必要と認める重要の事項 

５ 総会は、正会員の２分の１以上が出席しなければ成立しない。また、議決は、出席

した正会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は、議長がこれを決する。 

６ 準会員は、総会に出席することができる。 

（役員会） 

第１５条 本会の活動を円滑に行うため、役員会を置く。 

２ 役員会は、役員をもって構成する。 

３ 役員会は、本規約に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 

（１）総会に付議または報告すべき事項 

（２）部会の設置または廃止および協議事項の調整 

（３）その他、本会が活動を行うために必要な事項 

４ 役員会は、役員の２分の１以上が出席しなければ成立しない。また、議決は、出席

した役員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は、議長がこれを決する。 

（招集） 

第１６条 会議は、会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。ただし、会長および副会

長が欠席の場合は、あらかじめ会長が指名する正会員が議長となる。 

２ 前項の規定にかかわらず、会議は、会長が適当と認めた場合には、書面による開催

とすることができる。 

（書面表決等） 

第１７条 総会に出席できない正会員または役員会に出席できない役員は、あらかじめ通

知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、または他の正会員ま

たは役員を代理人として表決を委任することができるほか、Web会議システムによっ

て会議に参加し、表決することができる。この場合において、当該正会員および役

員は、第１４条第５項、第１５条第４項の規定の適用については出席したものとみ

なす。 
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２ Web会議による参加者がいる場合には、出席者および Web会議システムを用いた参加

者の音声が即時に他の者に伝わり、一堂に会するのと同等に意見表明が互いにでき

るようにしなければならない。 

（部会） 

第１８条 本会に、まちづくり部会のほか、特定の協議事項を専門に協議する部会を、次

の方法により設けることができる。 

（１）役員会の議決があったとき 

（２）会員５名以上の部会発起人が、別に定める部会設立申請書を会長に提出し、

役員会の承認があったとき 

２ 会員は、部会に出席することができる。 

３ 各部会には、部会長を１名置き、会長がこれを任命する。 

４ 各部会の協議内容や取組み成果について役員会に報告する。 

５ 部会に関し必要な事項は、役員会の議決により別に定める。 

 

（専門家等の出席） 

第１９条 会議および部会において、会長が必要と認める場合、学識経験者等の専門家お

よび仙台市等関係行政機関の職員の出席を求め、その意見を聴くことおよび関連情

報を共有することができる。 

第５章  会計および事務局 

（会計） 

第２０条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２ 本会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。 

（事務局） 

第２１条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局の運営は、総会の議決を得て委託できるものとする。 

３ 本会の事務局は、会長が属する企業または団体等若しくは前項の委託先を所在地と

する。 

第６章  雑則 

第２２条 この規約にない事項および疑義を生じた事項については、役員会の議決を経て

別に定める。 

 

付則 

付則１ この規約は、１９８８年３月３日から施行する。 

付則２ この規約は、２０１４年７月８日から施行する。 

付則３ この規約は、２０２２年４月１日から施行する。 
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別図：定禅寺通地区 

 


